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は じ め に

　ヤングケアラーといわれる子ども・大人が
話題となり始めたのは2014年頃からであろ
う．最初は，イギリスの動向などが紹介され
たが，近年では，各地で実態調査が行われて
いる．早くは，新潟県南魚沼市や神奈川県藤
沢市による教員を対象とした実態調査があ
り，その後，大阪府の学校及び高校生を対象
とした実態調査が行われ，それら実態調査は
相当数の地方自治体で引き継がれている．さ
らには，埼玉県，三重県名張市，北海道栗山
町，茨城県などで，支援のための「条例」が
制定されている．例えば，山梨県は，「やま

なし子ども条例」を制定して，その中で，ヤ
ングケアラー支援を打ち出している．これは，
国連・子どもの権利条約の保障する「子ども
の権利」の一つとして，ヤングケアラー問題
を取り上げて，子どもの「最善」を期して支
援するという意味が込められていると理解す
ることができる．茨城県の「ケアラー・ヤン
グケアラー支援条例」は，ケアラーのうちの
若年者をヤングケアラーとして位置づけてい
る．また，実際に，ヤングケアラー支援を開
始したところもある．例えば，神戸市や福岡
市では，相談窓口を開設した．秋田県ではヤ
ングケアラーを含めた家族介護者の現状や課
題を共有するセミナーを開催している1）．埼
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玉県は，高校生を対象とした実態調査（2020
年）を行った後，①ヤングケアラー支援の社
会啓発，②オンラインサロンの開設，③学校
における支援，④福祉分野と教育分野の連携
促進，に取り組んでいる2）．
　他方，厚生労働省（以下，厚労省とする）
と文部科学省は，2020年12 ～ 1月，「ヤング
ケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・
教育の連携プロジェクトチーム」を立ち上げ
た．同プロジェクトチームは，2021年4月に，
中学2年生（5,558人）と高校2年生（7,407人）
の生徒調査と学校調査の「報告書」を公表し，
中学2年生の5.7％，全日制高校2年生の4.1％
が，家族介護に従事して年齢や成長に見合わ
ない責任や負担を背負っていると公表した．
同調査によると，ケアの対象となっている家
族は，“きょうだい”，父母，祖父母であった．
また，ケアの内容は，“きょうだい”では，見
守りや世話，保育所などへの送迎が多く，父
母では，家事（食事準備・掃除・洗濯など），
外出（散歩・買い物），感情面のサポート（精
神疾患の親の愚痴を聞く，話し相手など）が
目立ち，祖父母では見守りや身体介護（入浴・
トイレケアなど）など，多岐なものであった3）．
政府のヤングケアラー定義4）は，法定されて
はいないものの，「一般に，本来大人が担う
と想定されている家事や家族の世話などを日
常的に行っている18歳未満の子ども」（「報告
書」）というものである．
　2021年6月，政府は，「経済財政運営と改
革の基本方針」（骨太方針2021，閣議決定）
で，①ヤングケアラーの早期発見・把握，②
相談支援，③社会的認知度の向上などに取り
組むとした5）．そして，プロジェクトチーム
は，同年9月の会議で，来年度概算要求を決
定する．そこでは，概算要求として，①「ヤ
ングケアラー支援体制強化事業」（実態調査・
支援研修の推進及び支援体制構築のモデル事
業），②「ヤングケアラー相互ネットワーク
形成推進事業」（ヤングケアラーの相互ネッ

トワークの形成），③「子育て世帯訪問支援
モデル事業」（ヤングケアラーがいる家庭や
育児に不安を抱える家庭にヘルパー派遣によ
る相談・育児支援），④社会的認知度の向上

（2022 ～ 2024年度を集中取組期間として，認
知度を5割に上げる方針），を確認した．
　さて，本稿では，上述のような動向を踏ま
えて，国及び地方自治体で具体的施策が今後
進むものと想定し，その際，具体的施策を構
築するに当たり考慮すべきと考えられる視点
を提起しようと思う．ヤングケアラーに関す
る研究報告や臨床報告は発表されつつある
が，「日本のヤングケアラー研究は未着手で
解明されていないことが多い．現在は家族介
護者支援の必要性，専門職への周知，存在率，
法的支援，具体的な支援方法の研究，調査が
行われている」6）と述べられている．また，
引き続き実態報告を行い施策の立案を計画し
ている地方自治体もある．本稿は，臨床事例
を提示するのでなく，今までの生徒調査や学
校調査で明らかになった実態及び研究報告を
文献的かつ批判的に咀嚼しつつ，具体的施策
を構想するときの視点を提起することを目的
とする．
　なお，本稿は「はじめに」，「1」，「2」，「お
わりに」を清水が，「3」を武分が分担執筆
し加筆修正を重ねた上で編まれたものであ
る．

１．ヤングケアラー問題の見方

　国や地方自治体などの実態調査から明らか
になった事実を踏まえつつ，支援の在り方に
ついて若干の指摘をしようと思う．
１）学校・教員は早期発見者になり得るか
　ヤングケアラー支援のためには早期発見が
必須である．国のヤングケアラー支援でも早
期発見が取り上げられている．そこでは学校
の教職員が重要なキーパーソンと想定されて
いる．確かに，政府施策のヤングケラーの定
義は「18歳未満」であるから，児童生徒と日
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常的にかかわりのある第三者として学校教員
を早期発見者と想定するのは間違いではな
い．しかしながら，学校の教員が本当に早期
発見者になりえるのか否かには疑問がある．
教員は，子どもの変化（遅刻・欠席・学業成
績・課外活動不参加・宿題等の忘れ物の増加
や健康状態・体重の悪化など）に第三者とし
て先ずもって気づくことであろう．しかし，
それは深刻化したときの気づきであり，深刻
化前の気づきではない．深刻化前に気づくた
めには，教員は家庭事情を理解し，子どもの
変化の背景をなす家庭事情の存在を感知でき
なければならないであろう．今日，家庭訪問
は家庭というプライバシーゾーンに入り込む
こととして忌避されて行われなくなってい
る．こうした今日的状況の下，残念ながら，
学校で観察された子どもの変化から，ヤング
ケアラーの家庭事情を推察できる教員はあま
り多くない．加えて，教員は3年ほどで転勤
し学校を離れてしまう．子どもの変化の背景
に想像力を及ぼすことのできない教員は，ヤ
ングケアラーのケア行為を絶対悪として拒絶
させる方向で指導しかねない7）．それだけで
なく，ヤングケアラーは家族とのかかわりか
ら抜け出したいと必ずしも願っていないにも
かかわらず家族から引き離そうとしないとも
限らない8）．教員は，ヤングケアラーにとっ
て大事な相談相手になり得る存在である．だ
からこそ，教員がヤングケアラーにまっとう
な支援ができる体制を教育現場に構築するこ
とが求められる9）．
　そもそも，ヤングケアラーは，家庭内のケ
アを「家族のことだから外にはださない」と
考えて，ヤングケアラーであることを自覚し
ないまま，家族関係における自然な「お手伝
い」として考えている．そして，学校教育で
は，「お手伝い」はほめられこそすれ叱られ
るべきことではないはずである．そのため自
問して，「いましている仕事は自分のしなけ
ればならないことなのか？」と，改めて問う

ことがヤングケアラーにはない．その結果と
して，「誰とも相談したことがない」という
事態が生じているのである．ヤングケアラー
は潜在化して，社会的孤立や孤独に陥り，行
政の支援が届きにくい．頻回の不登校で進学
や就職に差し支えて，換言すれば，深刻化し
て初めて判明するケースが少なくないのであ
ろう．

２）家族を丸ごと支援する
　新型コロナウイルス感染症の拡大によりシ
ングルマザーや夫からのDVなどから抜け出
せずにいる家庭で，ヤングケアラーが巻き込
まれているケースがある．非正規労働者の失
業，なかでもひとり親家庭の生活困窮は深刻
化・増加し，ヤングケアラーが介護の中心的
役割を担わされるケースが多いという．ひと
り親家庭で，親が働きに出て“きょうだい”に
ケアの必要なとき，年長の子どもが親に代
わって「お手伝い」することは当然の成り行
きである．「当然」な行為としての「お手伝い」
がいつのまにか本格的な介護労働に転化して
しまう．新聞報道などには，数十年にわたり
社会からの支援なしに年齢不相応に親の介護
を背負っているヤングケアラーの事例が報道
されるが，そうしたケースは「お手伝い」が
介護労働に転化したケースである．
　その転化の背景には，「家族のことは家族
の責任」をという家族責任論が存在している．
家族責任論は「家族が助け合うのは良いこと」
と考える伝統的「美談」論と結びつき，家族
の自助的介護を「美談」にしてしまう．ここ
では，年齢不相応の介護労働という苦難は苦
役として理解されることなく社会から隠され
てしまうことになる．こうした家族責任論の
流布と家族的介護の「美談」論の結合には，
保守的政治も一役かっている．こうした家族
責任論の結果として，社会に包摂されない家
庭の孤立は深まり，生活困窮が貧困に転化す
ることになる．
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　そして，ヤングケアラーの背後には，多様・
複合したケアに苦しむ家族が存在している．
そこに思いを巡らせるなら，ヤングケアラー
支援はヤングケアラーへの支援では不十分で
ある．ヤングケアラーの生活する家族が丸ご
と救われなければ，支援は届いたことになら
ない．家族を丸ごと一つとして理解して支
援する必要があろう．ヤングケアラー一人の
支援から家族支援へと軸足を広げるべきであ
る．またヤングケアラー支援のために，たら
い回しでなく，支援の窓口で多様・複合ニー
ズに対応できるように「ワンストップ型支援」
が必要である．加えて，支援のための窓口を
役所の一角に設置して，「ヤングケアラーさ
ん，いらっしゃい」と声高に叫んでも支援に
つながらない．また，ヤングケアラーの抱え
る問題にアプローチするためには，申請を待
たずに必要な情報や支援を届ける「プッシュ
型支援」が必要である．「プッシュ型支援」
を地域社会の中で確立するために知恵を出し
合う必要があろう．

３）老老介護や8050問題と連続している
　厚労省を含むほとんどの実態調査は18歳未
満をヤングケアラーとしている．しかしなが
ら，ヤングケアラーは介護を始めたときは18
歳未満であっても，介護をしているうちに，
18歳をこえて中年になったヤングケアラー
も存在する．ヤングケアラーの認知対象は
40 ～ 50歳代のケアラーまでとすべきであり，
同一世帯の中で子どもが何らかの理由で世帯
内の親や“きょうだい”を介護している状態と
して理解すべきであろう．
　そのことは，ヤングケアラーの問題は，老
老介護や認認介護の問題と連続しているとい
うことである．老老介護は家族内の高齢要介
護者が高齢要介護者のケアを担当する状態で
あり，認認介護は，認知症高齢者が認知症高
齢者のケアを世帯内で背負っている状態であ
る．実際，ヤングケアラーの中には，高齢

化した要介護祖父母の介護を担っているうち
に，年齢を重ねて自らも高齢者になってし
まったというケースがある．こうしたケース
を考えると，18歳以下という年齢は制限的で
ありすぎるといえる．ヤングケアラー問題と
は，若年少の家族が要介護の親や障害を抱え
た“きょうだい”を年齢不相応にケア負担して
いる問題であるとだけ理解して支援を構築し
たのでは不十分であり，またヤングケアラー
支援の問題は，本人への支援だけでなく被介
護者である高齢者や認知症患者への支援問題
であり，問題は複雑・複合的な問題である．
例えば，要介護状態の高齢者夫妻を一人の60
歳ちかい息子（娘）が介護し，認知症を患っ
た父親の介護が死亡で終わった後，今度は，
うつ病を発症した母親の介護が綿々と続き，
そのうち息子（娘）が社会から孤立するとい
うケースもある．女性の負担が主になってい
る家庭内介護を社会で支える「介護の社会化」
といわれる介護保険制度が2000年に制度化以
後も綿々と続き，今日においても介護保険制
度は家族介護を前提とした制度であり続けて
いる10）．ヤングケアラー問題の解決には，「介
護保険を鍛え直すべきである」11）の声を受け
止めて「脱家族介護化」12）が求められるとい
える．
　付言するなら，2016年に厚労省が行った国
民生活基礎調査では，在宅介護者のいる世帯
の半数以上にあたる54.7％が老老介護の状態
にあり，また，80 ～ 84歳で夫婦二人がとも
に認知症といわれる世帯は11組中の1組も存
在するという推定結果が報告されている．こ
れら老老介護問題は「介護殺人」13）といわれ
る問題の増加として社会的に顕在化してい
る．加えて，8050問題（80歳代の親が50歳代
の引きこもりなどの子どもを支える問題であ
り，最近は9050問題に移行しているともいわ
れる）といわれる問題が顕在化している（8050
問題とは，2019年の内閣府調査で61万人以上
と推定）．こうした老老介護や認認介護，さ
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らに8050問題への対応も，ヤングケアラー支
援の問題を構想するとき，連続している問題
として考察されるべきであろう．団塊世代が
75歳を迎えるのが2025年であり「大介護時代」

（5人に1人が認知症と予測されている．2025
年に団塊世代が75歳以上になる）が到来する
のは間もなくであることを忘れてはならな
い．
　しかるに，昨今の政府の取り上げている介
護問題は，家族介護の負担軽減を図るという
意図の下，社会全体で介護を支えるという含
意を「介護の社会化」から削ぎ落してしまい，
限りある財源の適正化を図るとの言い訳のも
と家族介護依存に傾斜している．藤崎宏子は，

「近年の介護保険制度は，『介護の再家族化』
とでも表現せざるをえない，サービスの利用
抑制や利用者の選抜・切り捨てが横行してい
る」14）と評している．施設入所での介護から
在宅介護がさけばれながらも，在宅介護の現
実はヤングケアラーを生み出す実態があるの
であろう．

４）ヤングケアラーの抱える複雑・複合的な
困難

　ヤングケアラーの生活する家族は，介護対
象者の状態（祖父母などの高齢者，特に精神
疾患，難病患者，医療的ケア児等の障害児者），
世帯人数と子ども数（母子家庭・父子家庭），
介護対象者の人数，介護内容（家事，見守り，
話し相手など），世帯の生活状態など，多く
の属性が組み合わされた家庭である．そのた
め，ヤングケアラーの抱える困難はときに多
様・複合的ですらある．そのうえ，ヤングケ
アラー本人の年齢や家族へのコミットの仕方
なども多様である．
　こうした多様な世帯は一つひとつニーズが
異なり，それを踏まえた支援でなければ，支
援は有効性をもたない．そして，その家族の
ニーズは錯綜している．それに応える福祉
サービスは単一ではない．例えば，子どもが

ヤングケアラーとして精神疾患を患う親の主
な介護者となっているとき，子どもにだけに
注力したサポート体制を組織しても要介護者
である親への精神科医療と介護の問題は解決
しないまま放置されることになる．加えて，
子どもが学業不振に陥っていることなどがあ
れば，介護から解放しても学習不振からは抜
け出せなく学校に足が向かわないであろう．
また，親が一人親であれば，生活困窮の困難
が加重し生活保護の支援が求められよう．こ
うしたケースへの支援は，一つひとつが有用
であっても相互に関連・結合しあっていなけ
れば有効な支援とはならないであろう．
　そのため，ヤングケアラー支援には，「福祉，
介護，医療，教育の連携」が必要なことは論
を待たない．だが，それだけでは不十分であ
り，ニーズが二重，三重に絡み合っているの
で，複合化したサービスが求められる．従来
からの福祉サービスは障害者支援，高齢者支
援，子ども支援，生活困窮に対応した生活支
援など，縦割りのカテゴリー別サービスであ
り，財源も独立したものである．居宅介護サー
ビスでも，入浴サービス，食事介助サービス，
外出支援，買い物サービス，子ども支援サー
ビスなどをヤングケアラーとその被介護者の
ニーズに合わせて組み合わせて加重化されな
ければならない．

２．ヤングケアラー家庭の支援のための
重層的支援体制

　ヤングケアラー支援は，ヤングケアラー本
人に対する支援であっても，世帯を丸ごと包
み込んだ支援でなければならない．ヤングケ
アラーへの支援は世帯丸ごとの支援であり，
その丸ごとの支援は，介護保険制度による支
援，障害者総合支援制度による支援，子ども・
子育て支援制度による支援，生活保護支援な
どのどれか一つではなく，複数の支援を一体
的に実施することである．
　そうしたサービスに現行システムを改定す
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る試みとして，厚労省が打ち出したのが重層
的支援体制整備事業（2020年の「社会福祉法
一部改訂」で創設）である．この事業は，複
雑化・複合化したニーズに対応するために，
子ども・障害・高齢・生活困窮といったカテ
ゴリー別の支援体制では狭間のニーズへの対
応が困難になっているのを打破しようとした
ものである．政府も重い腰をあげ始めたとい
える．
　政府の打ち出した重層的支援体制整備事業
の内容は，①包括的相談支援事業（障害・子
ども・生活等の各種カテゴリー別相談にこだ
わりたらい回ししないで，ワンストップの相
談支援，断らない支援など），②参加支援事
業（本人ニーズと地域資源の間を取り持つ活
動，就労支援・見守りなど），③地域づくり
支援事業（個別活動や人のコーディネート，
交流の場・居場所づくりなど），が社会福祉
法106条で規定された．この事業は市町村の
手上げによる任意事業とされている．重層的
支援体制整備事業は，確かに，有効な施策で
あろう．しかしながら，法律改正間もないこ
ともあって，全国の市町村にいきわたってい
ない．加えて，財源が原則として従来からの
カテゴリー別財源の付け替えであり，普及が
心配であり，今日のところ例外的事例である．
従来からのカテゴリー別支援はカテゴリーに
属する人の支援に有効に機能するところから
充実させるべきであり，それとは別に財源を
用意して重層的支援体制に基づく支援の充実
をはからないなら，重層的支援体制は構築さ
れないであろう．
　なお，政府は，2021年12月20日，「こども
家庭局」を新設する基本方針を閣議決定した．
関連法案が2022年の国会に上程されて，「こ
ども家庭局」は発足する予定である．そこに
は，基本方針には支援部が置かれ「ヤングケ
アラーの支援」をすることが記載されている
ものの，財源がどのくらいになるかも不明で
ある．それ以上に，「家庭」の文字が付け加

えられているところから，家族介護という枠
組みの中での支援を考えているのではないか
と思われる（朝日新聞，2021.12.24）15）．例えば，
精神疾患を患う親からの虐待を受けているヤ
ングケアラーは，「家族介護はよいことであ
り当然のことである」として家庭内にとどま
り介護をし続けざるを得なくなるであろう．

３．ヤングケアラー体験を将来の職業選
択に結びつける若者たち

　ヤングケアラーは多様・複合的な困難を抱
えているため，重層的な支援の対象となり，
その支援等については，2でも指摘されてい
るとおりである．確かに幼い頃より，知らな
いうちにヤングケアラーとなっていたこと，
あるいはその役割を担いながら成長してきた
事実は，ヤングケアラー自身の生活や将来を
危うくしかねないということは容易に想像で
きる．
　その一方で，幼い頃からのその経験が動機
となり，対人援助の仕事を自ら志向する若者
たちが存在することも無視できないと思う．
筆者の勤務先の大学では，看護職を目指す学
生の中で，障がいをもつ“きょうだい”がいて，
その面倒を身近でみてかかわってきた者，同
居の祖父母の介護を実際に見たり行ったりし
た経験をもつ者などが存在した．これは，10
数年間学生たちに関わった筆者の実感である
が，“きょうだい”の面倒をみたり，家族の介
護をしたりという経験から看護職を志望する
者が少なくないと思われるのである．そして，
学生の中には，自分が主介護者として祖父の
介護を担いながら通学していた者，共働きの
親に代わって毎日“きょうだい”の世話をして
いた者など，今から思えばヤングケアラーに
該当する者等が複数人存在した．彼女たちは，
この経験が活かせる仕事に就きたい，経験し
ている自分だからこそ多くの人の役に立つこ
とができると語っていた．このように，ヤン
グケアラーの経験を将来の職業と結びつけて
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いく者も存在した．この経験にもとづき，ヤ
ングケアラー経験は若者たちの将来にとって
いかなる影響をもたらすものであるか，職業
選択からの検討を試みることにする．
　澁谷はイギリスの研究成果をもとに，子ど
もや若者がケアの経験を通して得たプラスの
影響についても触れている．「年齢の割に高
い生活能力を身に付けていること，マルチタ
スクをこなせること，聞き上手であること，
忍耐強いこと，病気や障がいについての理解
が深いこと，思いやりがあること」など多く
のヤングケアラーに見られる特徴があるとい
う．そして，これらの特徴は「仕事をしてい
く上でも大いに発揮できる長所である」と言
及している16）．
　加えて宮川は，ヤングケアラー自身の人生
への悪影響や生活の困難を指摘しながらも，

「ヤングケアラーの全員に健康への影響が生
じるわけではなく，ケアを担っていることに
はプラスの側面もある」ともしている17）．こ
のように先行研究は，ケア役割を担ってきた
ことにより，生活をしたり他者と関わったり
する上でのさまざまな力が身につくなど，プ
ラスの影響を受けることも見出している．こ
れらでいうところのプラスの影響は，前述の
看護職を目指す学生の職業選択の動機とどう
も関連しているように思われるのである．
　筆者は，ヤングケアラーが経験してきた困
難や支援が必要となるような厳しい状況を否
定し，プラスの影響だけを大きく取り上げた
いわけではない．ケアを担う若者が無理をし
てまで，自分の健康を害してまで，自分の将
来を棒に振ってまで，家族のケアを担うこと
は絶対にさせてはならないという前提で論じ
るものである．しかしながら，一緒に暮らす
“きょうだい”や家族の抱えた困難状況を把握
し理解していること，放っておけないこと，
自分も何らかの役割を担おうとする（担って
いる）ことは，ケアを担う専門職が素地とし
てもつべき大切な資質にもつながるものでは

ないかと考えるのである．澁谷が指摘するよ
うに「ケアすることが子どもにもたらすプラ
ス面・マイナス面の影響と，どこからが子ど
もや若者自身の生活が大きくおびやかされる
危険水域になるかをしっかり検討」し，若者
が自分を犠牲にしない，ヤングケアラーの経
験が社会で評価されるようなシステムの構築
が望まれる18）ことに賛同するものである．
　上述のように，先行研究で取り上げられて
いたプラスの影響から，ヤングケアラーたち
が行ってきた家族へのケア経験が，職業選択
にかかわってくるという点に着目した．もし
かしたら今後，ヤングケアラーの経験を社会
的に評価するようなしくみをつくっていくこ
とができるのではないか．例えば，大学教育
の中では，地域におけるボランティア活動や
社会貢献活動等を推進して，単位化する取り
組みが始まっている．このような正課外活動
は社会人基礎力の育成ともつながるものであ
り，ヤングケアラーをしてきた（している）
経験は社会人基礎力を育成するものの一つと
して捉えることはできないだろうか（もちろ
ん学生の本分である学業に支障が出ない範囲
での経験である）．それを単位化はしないま
でも，学業だけでは測れない，学生生活にお
ける活動の評価の一つとして周囲が認識し，
就職支援等につなげていくことも可能だと考
える．

お わ り に

　最後に，河北新報の「声の交差点」という
読者欄に，中学生が投稿した記事を紹介する．
中学生・入江真澄さんは次のように訴えてい
る．
　「私は子どもには遊んだり，学んだりする
というような自由に生きる権利があると思い
ます．しかし，家族の介護や世話をしている
ヤングケアラーと呼ばれる子どもたちは，そ
の権利が保障されていません．このことは，
子供たちの将来に影響を及ぼすのではない
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でしょうか．家族の介護のために学業が遅
れ，進学や就職ができなかったり夢を諦めざ
るを得なくなったりするかもしれません．こ
の問題は，自分だけでは解決が難しいので周
りの人々の助けが必要だと思います．本人が
ヤングケアラーだと，と気づいていないこと
が多い上に，家の中の問題なので，たとえ深
刻でも外部の人々は気付きにくく，表面に出
てこないことが多いのだと思います．最近
は，政府がこども家庭局を創設する動きがあ
ります．この動きをきっかけにして，子ども
の人権を守る制度が整ってほしいと思いま
す．．．．」19）

　この投稿者は中学生である．中学生に言わ
れるまえに，ヤングケアラー問題をきちんと
受け止めて対応を考えるのは，大人である私
たちであろう．
　本稿は，「ヤングケアラー支援の方向性と
その課題」について，調査等からの実態や研
究報告をもとに筆者らの視点を述べたものに
とどまっている．したがって，今後さらに事
例等の実態を多角的に分析することを通じ
て，今回提起した視点を根拠づけ論究してい
くことが課題である．
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